
 

 

雇用促進税制 

 

【 概要 】 

平成 23 年度税制改正大綱に「雇用促進税制」というものが以下のように明記されました。 

この制度は、一定の要件を満たす法人及び個人が新たな従業員の採用を行った場合、法人税 

または所得税から一定の税額を控除することができる … というものです。いわゆる税額 

控除ですので、減税効果が高いものといえそうです。 

 

【 国税 】 

青色申告書を提出する法人で公共職業安定所の長に「雇用促進計画」の届出を行った 

ものが、平成 23 年４月１日から平成 26 年３月 31 日までの間に開始する各事業年度 

（3年間）において、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事 

業年度末に比して 10％以上、かつ、５人以上（中小企業者等については、２人以上） 

増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該 

事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に 20 万円を乗じた金額 

を控除できる措置を講じます。ただし、当期の法人税額の 10％（中小企業者等につい 

ては、20％）を限度とします（所得税についても同様とします。）。 

 

【 地方税 】 

公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った中小企業者等が、平成 23 年４月 

１日から平成 26 年３月 31 日までの間に開始する各事業年度（同じく 3年間）におい 

て、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して  

10％以上、かつ、２人以上増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合に 

は、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の 

数に 20 万円を乗じた金額を控除できる措置を法人住民税に適用します。 

 

 

税制改正大綱は上記のように記載されておりますが、適用要件が不明確です。つまり、大 

綱には「一定の要件下」とされていますが、その内容が明記されていません。3月末までに 

国会で決定される予定の条文を見てみないと正確なところはわかりませんが、平成 22 年 12 

月 7 日にとりまとめられた雇用促進税制等ポイントの内容が引続き想定されていることと思 

われますので、次に記載しておきます。 

 

Ⅰ 雇用増加要件 

 

その法人のその事業年度末の雇用保険一般被保険者数が、前事業年度末の被保 

険者数よりも 10％以上増加し、かつ、その増加人数が 5人以上（中小企業者等は 

2 人以上）であること。 

 

増加率と増加絶対数の 2つの条件を満たさなければなりません。 

また、雇用保険に加入されていない法人は適用できません。 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ 離職事由による要件 

 

『 前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合による離職者がいないこと。』 

 

会社都合により従業員数を意図的に減少させておき、直ちに補充要員を採用する 

といった操作を防止する為設けられています。 

 

Ⅲ 支払給与額増加要件 

 

『 当該企業の当該事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における 

支払給与額よりも、以下の算式で算定された額以上に増加すること。』 

 

給与増加額 ≧ 前事業年度の給与額 × 雇用者増加率 × 30％  

 

例えば、前期の給与総額が 4000 万円（10 人）、当期の給与総額が 4500 万円（12 

人）だとすると、 

 

給与増加額 ＝ 4500 万円 － 4000 万円 ＝ 500 万円 

前事業年度の給与額 × 雇用者増加率 × 30％  

     ＝ 4000 万円 ×（ 2人 ÷ 10 人 ）× 30％ ＝ 240 万円 

500 万円 ≧ 240 万円    ⇒ 条件を満たす 

 

当制度を使用する場合において人材採用を検討する場合には、上記のような要件も 

考慮しておく必要があります。 

 

Ⅳ 対象除外業種等の要件 

 

『 他の租税特別措置の例にならい、風俗営業等は対象から除外する。』 

 

風俗営業労働者の増加に対しては、国として助成しないということです。 

 

【 税額控除を受けるための手続き 】 

 

手続き要件を満たしていなければ、例え上記の要件を満たしていても税額控除を受けるこ 

とはできません。下記に必要と思われる手続の流れを記載しておりますので、参考にしてく 

ださい。 

 

① 企業は、事業年度開始後 2 ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した「雇用促

進計画（仮称）」を作成し、ハローワークに届出る。 

② 企業は、当該事業年度終了後 2ヶ月以内に、ハローワークにより、「雇用促進計画

（仮称）」の確認を受ける。 



 

 

③ 企業が、ハローワークによって確認を受け、交付される雇用促進計画等の書類（租

税特別措置法に規定する要件（上記の要件①及び②）を満たしていることについ

てハローワークの確認書面等）を、税務署に提出する当該事業年度の法人税確定

申告書に添付することにより、上記要件①及び②が満たされていることの証明が

されたこととする。税務署はこの添付された確認書面等によって、上記要件①及

び②が満たされていることを確認する。 

非常に面倒な手続きとなるようです。ちょうど前期決算の処理をしている事業年度開始 

直後に雇用促進計画を作成しハローワークに提出しなければなりません。加えて、事業年 

度終了後の当期決算処理をしている時期にハローワークによる確認を受けなければなり 

ません。人事部等を専門部署を設置しているような企業であれば上記のような対応はそれ 

ほど問題ないかと思われますが、中小零細企業では結構負担が大きいと思われます。しか 

も、適用しようとする事業年度の開始直後に計画書を提出しなければならないので、書類 

の作成と提出を失念してしまう可能性も十分あります。 

 

また、ここでいう「雇用促進計画（仮称）」という書類がどのようなものかは現段階では 

不明です。平成 23 年 4月 1 日以降開始事業年度から適用開始を想定していますので、3月 

に期末を迎えられる会社で当制度を使用予定の会社は、上記①の要件未充足にならないよ 

うに細心の注意が必要となります。 

 

【 税額控除額はどれくらい!? 】 

 

上記の「一定の要件」を満たしている法人は、 

 

税額控除額 ＝ 雇用保険一般被保険者の純増人数 × 20 万円 

税額控除限度額 ＝ 法人税額の 10％（ 中小企業者等は 20％ ） 

 

とされています。なお、法人税での税額控除後の税額に法人税割の税率を適用することに 

よって、間接的に法人住民税も減税することが予定されているようです。税理士さんのお 

話ですと、中小企業の場合、限度額の定めはありますが、国税と地方税合計で約４８万円 

/2 人（20 万円×（1+20.7％）×2人）の税額控除が受けられる … ということですので、 

かなり大きな減税となっているようです。 

 

本年 4月前後に当制度の採用を検討されている会社様は、新入社員を 3月に採用するの 

   と 4月に採用するのとでは大きな差になってしまう可能性がありますのでご注意ください。 

ただ、皆さんお分かりの通り、社員採用は固定費の増加となります。くれぐれも税金対策 

と人員計画をごっちゃに考えないようにすることが大切です。 

 


